
●車庫証明手続（書面申請･電子申請のどちらかを選択可能）

●普通自動車の登録手続

  ・新車、中古車新規登録手続

  ・移転、変更登録手続

　･移転一時抹消登録手続

　･永久抹消登録手続

●軽自動車の登録手続（OSSは利用しません。）

●出張封印 ご自宅のガレージ、契約駐車場等で封印できます。

●東京２０２０オリンピック･パラリンピック特別仕様ナンバープレート申込み

　　※事業用自動車、軽自動車も対象になります（大会終了後も使用できます。）

OSSの運用開始に併せて自動車保有関係の業務を始めます。

その他：運送業許可申請･特殊車両通行許可申請も行っています。

自動車保有関係手続 
始めました！ 

OSS（ワンストップサービス）による 

各種登録、保管場所証明(警察)、自動車諸税(県税) 

等のオンライン一括手続を行います。 
●佐賀県は、平成30年1月4日からOSSの運用が開始されました。 
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